


序 文 

 

 日本国政府はケニア国政府からの技術協力要請に基づき、同国の自然環境保全にかかる調査

を実施することを決定しました。 

 これを受け独立行政法人国際協力機構は、平成 15 年 10 月 12 日から 11 月 7 日まで事前評価

調査団を現地に派遣し、関連情報を収集すると共に協力の枠組みについてケニア国政府と共に

協力の枠組みについてケニア政府関係者と協議を行い、調査結果を報告書に取りまとめました。 

 この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力事業が友好・親善の一層

の発展に寄与することを期待いたします。 

 終わりに、本調査に対してご協力とご支援を賜りました両国関係者の皆様に心から感謝の意

を表します。 

 

 

平成 16 年 2 月 1 日 

 

独立行政法人 国際協力機構 

 理事 鈴木 信毅 

 

 

 

 

 

 



プロジェクト対象地域位置図 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キツイの中核農家の苗畑の様子 

ムベレ県村落部の農地林の様子 

タラカ県村落部の農地林の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティバ・パイロットフォレストにおけるメリア・ボルケンシー造林地の様子 

専用の道具を利用したメリア・ボルケンシーの種子摘出の様子 

タラカ県のタマリンド集積所の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キツイ県の郡レベルの森林局普及担当官事務所の様子 

タラカ県森林管理署の様子 

森林局本局での PCM ワークショップの様子 
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第１章 要請背景 

 

 ケニア国は、国土の 8 割が半乾燥地または乾燥地であり、森林面積は国土の 3%以下である。

他方、国内総エネルギーの 7 割以上を薪炭に依存しているなど、森林資源の持続的確保・造成

が不可欠となっている。近年では、人口増加に伴う薪炭・木材の需要増加に加え、耕地の拡大、

過放牧、旱魃などの条件が相まって、森林資源の荒廃、土地生産力低下、自然環境の悪化が進

んでいる。 

 我が国は、貧困層が多い半乾燥地（キツイ県）に対する支援に焦点を絞り、主にケニア林業

研究所（KEFRI）を通じて、林業分野における協力を 17 年間に渡って実施してきた。この結果、

半乾燥地における基礎的育苗・植栽技術が開発・検証されるとともに、普及モデル開発の過程

でキツイ県内 4 郡に 76 件の中核農家が地域の普及拠点として育成されてきている。  

今後、当地域において社会林業をさらに面的に拡大していくためには、この中核農家から周辺

の農家に自発的な働きかけが行われていくような普及システムを確立する必要がある。また、

これらキツイで開発された技術・モデルがさらに発展し、全国的に普及していくためには、実

際の林業普及実施機関であるケニア森林局による普及活動の拡大が不可欠であるが、現状の森

林局の普及体制は人的にも制度的にも脆弱と報告されており、この点を強化していく必要があ

る。このような中で、ケニア国政府は半乾燥地における社会林業普及と林業普及行政の強化を

要件とした協力を我が国に要請した。 

 

第２章 調査・協議の経過と概略 

 

２－１ 事前評価調査 

 

２－１－１ 調査の目的 

 ケニア政府からの要請を踏まえて現地調査を行い、本案件の協力すべき分野、実施対象地、

成果目標、活動内容、投入規模について先方政府・関係機関及び日本側関係者と合同で調査・

検討し、協議する。その上で合意内容をミニッツとして取りまとめ、署名・交換する。また、

調査結果を踏まえてプロジェクトのデザインを行い、プロジェクトドキュメントに取りまとめ

る。 

 

２－１－２ 調査団の構成 

担当 氏  名 現    職 

総括 大塚 正明 国際協力事業団 ケニア事務所長（現地参加） 

普及政策 佐藤 雄一 農林水産省林野庁 国有林野部 経営企画課 

普及技術/計画管理 小川 慎司 国際協力事業団 森林・自然環境協力部 

森林環境協力課 特別嘱託 

社会経済調査／計画分析 加藤 和久 社団法人海外林業コンサルタンツ協会  
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２－１－３ 調査日程 

１０月１２日（日） ナイロビ到着、団内打ち合わせ、調査準備 

１３日（月） JICA事務所打合せ、環境・天然資源・野生生物省表敬、KEFRI表敬、大使館表

敬 

１４日（火） ICRAF表敬・意見交換、ローカルコンサル契約・打合せ、森林局（FD）表敬・

調査（法制度、組織施設、普及施策等） 

１５日（水） マチャコスへ移動、BTC INRMUプロジェクト表敬・聞き取り調査、INRMU
プロジェクトグループ事例視察、キツイへ移動、SOFEMパイロットフォレス

ト、デモⅡ視察、FDキツイ表敬 

１６日（木） KEFRIキツイ表敬・調査、農地林活動視察・聞き取り調査の実施、中核農家、

周辺農家に対するグループインタビューの実施 

１７日（金） FDキツイ及びKEFRIキツイにて組織、施設機材、訓練、普及ニーズ等の調査、

FDおよびSOFEMの前普及員のグループインタビュー、ICA－KENYA（NPO）

関係者との意見交換 

１８日（土） カバティへ移動、非参加農家グループインタビューの実施、農地林活動視察・

聞き取り調査、キツイへ移動 

１９日（日） 市場調査（木炭・木材等）、ナイロビへ移動 

２０日（月） 祝日（ケニヤッタデー）、調査結果・ワークショップ取り纏め、団員打合せ、

事務連絡 

２１日（火） 投入計画関連資料収集、シアカゴへ移動、FDムベレ表敬、組織・機材・活動・

普及ニーズ等調査、農地林活動視察・聞き取り調査、タバコ会社及びFDの苗

畑視察、エンブへ移動 

２２日（水） ムエア、ガチョカ、エブロレにて普及活動の現状、農民・グループによる農地

林活動視察・聞き取り調査、エンブへ移動 

２３日（木） マリマンティへ移動、FDタラカ表敬、組織・機材・活動・普及ニーズ等調査、

普及活動の現状、農民・グループによる農地林活動視察・聞き取り調査、チュ

カへ移動 

２４日（金） タラカサウスへ移動、普及活動の現状、農民・グループによる農地林活動視察・

聞き取り調査、エンブへ移動 

２５日（土） ナイロビへ移動、資料整理、団内打ち合わせ、社会経済調査継続 

２６日（日） ナイロビへ移動（加藤団員）、資料整理、団内打ち合わせ 

２７日（月） ケニア事務所と今後の調査対応方針打合せ、FDにて今後の対応について協議、

施設・機材等調査 

２８日（火） KEFRIにて組織施設、研究・訓練実施状況、協力の枠組み等調査、KEFRIシー

ドセンター視察、ICRAFにて研究・訓練等の活動実施状況、協力可能分野、関

連情報等調査、PCMワークショップ準備 

２９日（水） USAID表敬・援助概況調査、FAO表敬・援助概況調査、FINNIDA表敬・援助

概況調査、DANIDA表敬・援助概況調査、PCMワークショップ準備 

３０日（木） FDにてPCMワークショップ開催、ワークショップ取りまとめ 

３１日（金） FDにてPDMの内容に関する協議、GIS設備視察、森林局苗畑視察 
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１１月１日（土） ホテルにてFD関係者とPDM、MM協議内容打ち合わせ、ワークショップ取り

まとめ、合同レセプションのアレンジ 

２日（日） 団内打ち合わせ、PDM、MM内容検討 

３日（月） FDにてPDM、MMの内容の関する協議、環境関係JICA派遣専門家との情報交換 

４日（火） MM内容検討、JICA事務所にて現地・国際NGOに関するブリーフィング、MM
最終案の手交 

５日（水） 資料整理、投入計画関連資料収集、統計資料等調達 

６日（木） FD側とMMの内容最終確認、環境天然資源省においてMM署名、合同レセプシ

ョン、FD担当者とA1、A4等事務手続きに関する打ち合わせ 

７日（金） ケニア事務所報告、今度の対応についての打ち合わせ、ローカルコンサルに対

する再委託契約の調査結果取りまとめ指導、在ケニア日本大使館報告 

 

２－１－４ 主要面談者 

（ケニア側） 

ケニア環境天然資源野生生物省 

Rachel A. Arungah: Permanent Secretary 
Archie R. C. Nzano: Senior Deputy Secretary- Administration 
Florence K. Kadasia: Senior Deputy Secretary 
R. O. Sindega: Deputy Chief Economist 
 

ケニア森林局 

本局 

Gideon N. Gathaara: Chief Conservator of Forests (CCF) 
R. G. Gikonyo: Acting Senior Deputy CCF (SDCCF) 
Ernest Ambune: Deputy CCF 
Anthony M. Maina: Provincial Forest Officer (PFO), Eastern Province 
Patrick M. Kariuki: Project Coordinator 
Leonard Neko Oliech: Head, Farm Forestry and Extension Services Branch (FESB) 
Eric Teteanahana: Head, Training and Communication Section, FESB 
S. K. Mbey: Head, Extension Monitoring and Evaluation Section, FESB 
Jane F. Wambui: Public Relation Officer, FESB 
J. M. Wanyiri: Head, Planning Branch 
S. M. Karega: Planning and Budgeting, Planning Branch 
Kepha M. Wamichwe: Head Management Information System (MIS), Planning Branch 
 

キツイ森林管理署 

Anthony M. Gondo: District Forest Officer (DFO) 
S. I. Mwangi: Assistant District Forest Officer 
Peter N. Nyabuti: District Forest Extension Officer (DFEO), Central Division 
Peter M. Kyewze: DFEO, Chuluni Division 
J. S. William: DFEO, Kabati Division 
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ムベレ森林管理署 

Jorame Kwena Unwa: DFO 
Francis M. Kilima: Assistant DFO 
T. M. Muasya: DFEO 
O. K. Mainah: DFEO 
 

タラカ森林事務所 

J. R. Chomba: DFO 
C. M. Nduku: DFEO 
Danson N. Gitu: DFEO 

Grorge Nskami Mwogi: Nursery Headman, Nkondi, Tharaka 
 

ケニア林業研究所 

Paul K. Konuche: Director 
Bernard N. Kigomo: Deputy Director 
Ben N. Chikamai: Assistant Director (Dryland Forest) 
James Kimondo: Director, Kitui Regional Centre 
Samuel Auka: Forester, Kitui Regional Centre 
 

ムベレ県事務所 

B. Ｎ. Mugambi: District Commissioner 
R. M. Mathooka: District Development Officer 
Peter Ngari: Social Services Officer, Mbeere 
Elizabeth Mutua: District Agriculture Officer, Mbeere 
 

タラカ県事務所 

Achilo Ougi: District Officer 1, Tharaka 
 

国際アグロフォレストリーセンター（ICRAF） 

Dennis P. Garrity: Director General 
Bashir Jama: Senior Scientist 
Tony Simons: Principal Tree Scientist 
Chin Ong: Plant physiologist 
Jan Beniest: Principal Training Officer 
Jimmy W Kiio: Visitor and Conferences Officer 
Zenroku Oginosako: Plant Ecologist 
Tom Vandenbosch: Project Leader / Farmers of the Future 
Bruno Minjauw: Heart water Research Project 
 

ベルギー技術協力事業団（BTC）INRUM プロジェクト 

Jan Van den Abeele: Chief Technical Advisor, INRMU 
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FINNIDA 
Kimmo Laukkanen: First Secretary, Embassy of Finland 
 

DANIDA 
Thomas Kjaergaard: First Secretary, Royal Danish Embassy 
Karl Barslund: Chief Advisor, Agricultural Support Project 
 

USAID 
Charles Oluchina: Program Management Assistant 
 
FAO 
Augusta N. Abate: Assistant FAO Representative – Programme 
 

Development Impact Consulting (DIC) 
Raphael Muthee Kabando: Consultant 
Nancy Ndirangu: Associate 
Charity K. Gathuthi: Associate 
A. W. Kariuki: Assistant 
 

（日本側） 

在ケニア日本大使館 

駐ケニア大使 浅見眞 

一等書記官 湯澤将憲 

一等書記官 間島重道 

 

JICA ケニア事務所 

次長 松浦信一 

次長 仁田知樹 

所員 見宮美早 

所員 松下雄一 

現地職員 Elijah L. Kinyangi 
 

JICA 派遣専門家 

野生生物局：今栄博司 

自治省：大谷佳史 

 

文化事業協会 

プロジェクトコーディネーター：佐藤奈緒美 

農業専門家：大東宏 
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２－１－５ 総括 

 本協力の目的は、森林が国土の 2~3％程度しかないケニアに広域に広がる半乾燥地で、農民に

よる苗木生産や農地への植樹等を参加型で推進（社会林業）し、農民の所得向上と自然環境の

保全を図ることにある。本件は、これまでケニア林業研究所（KEFRI, Kenya Forestry Research 
Institute）と共に実施してきた社会林業に関する技術協力とは異なり、普及の重要な担い手であ

る環境天然資源野生生物省森林局（Forest Department, Ministry of Environment, Natural Resources 
and Wildlife）を新たに主導的な先方実施機関（C/P 機関）とし、協力を実施するものである。森

林局による普及は、これまでの協力では中心的に取り上げられてきていない分野であり、低位

な森林局の実施能力や自立性を向上させることによって、本協力やこれまでの我が国の協力の

成果を半乾燥地全域に効果的に波及させていくことが期待される。また、本件は過去 17 年間行

われてきた我が国による社会林業の協力を締めくくるべきものでもあり、協力期間の後半では、

先方機関へのハンドオーバーに重点を移した活動が期待される。さらに、本件実施は、ケニア

を含むアフリカ・サブサハラ地域の森林保全協力のモデルになることも期待したい。 

 

 以下２.（８）に報告するとおり、調査期間中、森林局の体制に関わる問題が生じたが、先方

機関の協力的な対応により無事 M/M の署名を終了した。なお、森林局の体制については今後の

推移を冷静に見守ることとした。 

 

２－１－６ 調査・協議の主な内容 

（１）プロジェクト名称 

 プロジェクトの要請内容は、Farm Forestry(農地林業、又は農家林業)の活動強化に係るもので

あり、プロジェクトの概念を、従来のSocial Forestry（社会林業）とするか、Farm Forestryとする

かについて論点となった。Farm Forestryは林業マスタープランや経済再生戦略の中で強調され、

ケニア国のSocial Forestryの現状の太宗を占めるものの、その定義等、内容の整理に論点がある

と考えられたことや、従来の我が国技術協力の流れ、現在の第三国研修等今後のサブサハラ地

域のモデルとしての位置付け等を総合的に考慮し、Farm ForestryをケニアでのSocial Forestryの実

施モデルとして捉えると共に、プロジェクトとしてはFarm Forestryを包括するSocial Forestryをそ

の概念とすることが適切と判断した。また、経済再生戦略等で強調されている半乾燥地に、要

請内容のとおり協力の焦点を当てることとした。これらのことから、プロジェクトの概念は半

乾燥地での社会林業の強化とし、タイトルは、Intensified Social Forestry Project in Semi-arid Areas 
（半乾燥地社会林業強化計画）とした。 

 

（２）協力期間 

 要請書の「3ケ年」にこだわらず、植樹や農民への普及の成果が発現する期間が一定期間必要

であることを考慮して「5ケ年」とすることも検討対象とし、調査を実施した。現地踏査の結果

では、これまでC/P機関としてきたケニア林業研究所（無償投入）とは全く対照的に、森林局、

特に現場レベルの体制・能力はかなり弱体で、協力を通じた体制・能力・自立性の強化がどの

程度期待可能か（具体的には、仮に5ヶ年の協力期間に沿った活動を計画しても、これに見合う

だけの成果やプロジェクト終了後の先方機関への効果的なハンドオーバーが期待可能か）が現

時点では不明確であった。このため、成果発現の期間を考慮して協力期間は「5ケ年」とする一

方で、当初の3ケ年で十分な投入と活動を実施すると共に自立の程度と成果発現の程度を的確に
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評価管理し、中間評価でこれをレビューした上で、残り2ケ年ではプロジェクト終了後の先方機

関へのハンドオーバーに重点を置いた投入・活動内容とすることが適切と判断した。 

 

（３）C/P機関  

 森林局による普及は、社会林業に関する従来の技術協力では中心的に取り上げられていない

分野で、森林局の実施能力や自立性を向上させることによって、本協力のみならずこれまでの

技術協力の成果を半乾燥地全域に普及させていくことが重要である。この観点から、普及に大

きく軸足を移し、その重要な担い手である森林局を新たに主導的なC/P機関とし、これまでの主

たるC/P機関であるケニア林業研究所を支援的なC/P機関とした。 

 

（４）森林局の普及活動  

 森林局本局では、課長を含む5名が直接普及業務を担当しているほか、間接的に関連する課が

ある。しかしながら、現状の活動は県レベルの森林管理署長（DFO, District Forest Officer）から

の活動報告を受ける程度と低位で、機能的な立案・実施・評価は行われていない。現場レベル

では、森林管理署長（DFO、なお署長の下の森林官スタッフは0~1名の森林官と次の普及担当官

数名しかいない現状）の下にある郡レベルの普及担当官（DFEO, District Forest Extension Officer）、
及びその下の現地アシスタント（Field assistant）や苗畑アシスタント（Nursery assistant）が普及

活動の担い手である。しかしながら、林業等の技術や普及手法のレベルは低位で、また広域な

担当区域の中で交通手段が相当限られるため、機能的な農民への普及は行われていない。一方、

農民の中には、苗木生産（果樹を含む）や配布（有償）、農地の一部への植樹を実践している

者（またはグループ活動による実践）がある程度いる。森林局の普及活動は、このような農民

等がターゲットになる。 

 

（５）現場レベルの対象地域  

 対処方針で検討していた「モデルエリア-適用エリア」の考え方は、先進的と考えられた「社

会林業普及モデル」（前プロジェクトのSOFEMモデル、典型的な半乾燥地の一つであるキツイ

県を対象）を、自然条件や社会経済条件がキツイ県とは異なる他の半乾燥地（ムベレ、タラカ

県）に導入・適用することを通じ、半乾燥地全域への波及を促進するものである。しかしなが

ら、現地踏査の結果、ムベレ、タラカ県では、キツイ県より進んだ地域的な取組が見られると

共に（例：メリアの育苗、農民のグループ活動、産物の集荷）、キツイ、ムベレ、タラカ県そ

れぞれに概ね次のような特徴があり、各地域の優良例の相互導入・適用が、半乾燥地全域への

波及促進に有効であると考えられた。 

 

（各地域の特徴） 

① キツイ県： SOFEMモデルが開発・適用。ただし、ネガティブ・インパクト（プロジェク

ト依存性、コア農家とそれ以外の農家との格差拡大）が見られる。 

② ムベレ県： キツイよりポテンシャルの高い（土壌等の自然条件の良い）半乾燥地で、個

別農家やグループの技術レベル、自発的取組はキツイより相対的に高い。 

③ タラカ県： キツイより厳しい半乾燥地、キツイと同程度の半乾燥地が混在。苗畑等の技

術レベルについてはキツイより相対的に低い。 
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このため、当初検討していたキツイ、ムベレ県に加え、タラカ県も対象とすることが適当で

あり、また、キツイモデルの適用という考え方より、各地域の優良例の相互導入・適用という

考え方が適当と判断し、3県を現場レベルの対象地域とすることとした。また、対象地域の広域

化を考慮し、現地NGO・コンサルを有効利用し、3県について遠隔的なモニタリング・指導を並

行して活動内容として実施することが適当と判断した。 

 

（６）インフラ整備  

 これまでC/P機関としてきたケニア林業研究所（無償投入）がインフラ・資機材を有している

のとは全く対照的に、普及の役割を担うべき森林局の現場レベルのインフラは相当劣悪である。

具体的には： 

 

① キツイ県： 県レベルの森林管理署長(DFO)の事務所（電話・電気あり）は劣悪で専門家・

C/P執務スペースの新設が必要。普及の中心的役割を担うべき郡レベルの普及担当官

（DFEO）の事務所の広さは3×3m程度しかなく、かつ、他省庁下の地方官と共有している

現状（机が2つで1つがDFEO、もう一つが他省庁下の地方官、ファイルキャビネットを共有

で1つ、他なし。電話・電気なし）。 

 

② ムベレ、タラカ県： キツイ県よりさらに劣悪。森林管理署長の事務所は、他省庁地方署

（複数）と建物を共有し、ムベレ県では3×3m程度が2室（専有）、タラカ県では同1室（専

有）しかない現状。いずれも電話あり、電気なし。（普及担当官の事務所は未調査だがキ

ツイと同程度と予想）。 

 

このことから、専門家・C/Pの執務スペース等、現地でのインフラの整備がキツイ、ムベレ、

タラカ県それぞれに必要である。なお、持続発展性の観点から現地資材を使用した安価な整備

とすることが適当である。車両、通信・情報機器等の他、電力確保のための機材も必要である。 

 

（７）長期専門家の派遣数  

 対処方針では2名（チーフアドバイザー、社会林業普及）としていたが、協力をキツイ、ムベ

レ、タラカ県及び中央に広く実施する中で： 

 

① 的確な評価管理の実施（上記（２））によるプロジェクト成果発現の促進 

② 現地ＮＧＯ・コンサルの遠隔的モニタリング・指導の並行実施（上記（５）） 

③ インフラ等の整備の的確な管理（上記（６）） 

 

の点から、ロジを担当する者1名（業務調整/評価管理、ナイロビをベース）を追加し、計3名と

した。 

 

 また、社会林業普及の長期専門家についてはキツイ常駐としていたが、3県の優良例の相互導

入・適用が効果的なため、ナイロビをベースとし、キツイ県を重点としつつ、ムベレ、タラカ

も活動対象とすることが適当である。 

 



－9－ 

なお、上記（２）のとおり、後半2ケ年では、プロジェクト終了後の先方機関への効果的なハ

ンドオーバーに重点を置いた投入・活動内容の観点から、専門家の派遣数を2名とすることが今

後考慮されるべきである。 

 

（８）森林局の今後の体制（組織・人事等） 

 調査期間中の10月24日（金）、当国環境天然資源野生生物大臣が、違法伐採・汚職対策に関

連して、森林局長、幹部職員を含む828名の森林局職員（上・中級レベル）の職務離脱・自宅待

機を命じる事態が突然発生し、森林局長の職には暫定的に同省次官補（Deputy Permanent 
Secretary）が兼務発令された。約1ケ月間をかけて汚職関与に関する職員聴取と措置を行う予定

である。類似する事態は、本年、当国財務省においても前触れなく発生した経緯（その後、対

象職員の4/5程度が解雇）があるが、環境天然資源野生生物省の本事態も全く予想されていなか

ったもので、森林局協議、M/M協議・署名等に深刻な影響を与える可能性を危惧した。 

 

同省トップレベルからの事情説明を求めた結果、次官補から、これは、各方面から批判のあ

る違法伐採・汚職問題に対する同省としてのポジティブな対応であること、また人事管理に関

する問題であって、森林局の政策・組織には大きな変更はないとの説明があった。また、同省

次官（Permanent Secretary）の了解のもと、当方との協議期間中の本局の担当職員（森林局長、

同局東部地域森林管理局長、担当官）の職務遂行は可能となった。なお、本局では上・中級レ

ベルのその他職員は出勤していない。現場レベルの職員（森林管理署長）は本事態によりPCM
ワークショップ等の協議に参加しなかった。コンサルタント契約による社会経済調査について

は、10月24日以降、特にタラカ県での調査について現地レベルの職員による調整が困難となっ

たものの、可能な範囲の調査を実施した。 

今後（特にこの1ケ月間）、大幅な人事異動等が行われる可能性もある。また、今後パブリッ

クコメントや国会審議の過程に入る新森林法により、森林局の政策・組織にある程度の変更が

見込まれる可能性がある。今後も慎重に推移を見守る必要がある。 

 

（９）PDM協議等  

 上記（８）の事情により、PCMワークショップの実施に制約が生じたが、その後の協議も含

め、別添PDMのとおり活動内容等について合意した。また、POについては今後検討することと

した。 

 

 PDM上の活動内容について、要請書にも特徴的に見られるとおり、木材等の林産物生産の事

業化（Enterprise）や市場化（marketing）に関わる主体的な活動の提案が先方から示された。こ

れについては、その意義は認められるものの、現地の技術レベル等の現状や限られた協力期間・

投入からみて活動内容としては過大であること、事業・市場の課題は国の活動によって必ずし

も制御・予測できるものではないことから、積極的に取り上げることはせず、PDM上の活動4.4.
（Identify potential marketing incentives for social forestry products and services.）等により、調査と

情報提供・共有によって対応することとした。 

 

また、農民等への展示機能に関して、活動3.6.及び3.7.については、先方から以下の提案が示

された。これについては、専門家にとって過大な活動内容となる可能性を避けるため別添PDM
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のとおりとしたが、プロジェクト開始後1ケ年の活動の進捗状況（先方パーフォーマンス）をモ

ニタリングのうえ再検討し、必要であれば必要な手続きを経てPDMの改訂を行うこととした。 

 

3.6. Maintain and strengthen Tiva demonstration plot. 
3.7. Identify and develop practical field demonstration sites. 
 

 ケニア側の投入について、先方は旅費（Allowances）の先方負担に予算事情から現実的な困難

さを示した。今後のR/D協議時に先方の理解を求めると共に、プロジェクト実施中の対応が必要

になる可能性がある。 

 

（１０）関係機関との連携強化  

 対処方針のとおり、プロジェクト成果の効果的な達成や持続的な活動の形成を進めるため、

関係機関との連携を強化することが適当と判断した。特に、アグロフォレストリー分野の国際

的研究機関であるICRAF（WAC）は技術・研修面で力量を有し連携が重要であると共に、連携

の場合はICRAF（WAC）へのプロジェクトからの必要な投入が求められる。ただし、ケニア林

業研究所からは、ケニア国の研究機関であり本プロジェクトのC/P機関でもあるケニア林業研究

所の活動と投入が一義的、との見解が示されたため、ICRAF（WAC）とケニア林業研究所の活

動・投入のバランスに十分配慮する必要がある。 

 

各援助機関については、マチャコス県、キツイ県などで活動しているベルギー林業プロジェ

クト、キツイ県などで活動しているDANIDA農業プロジェクトが現場レベルでの連携対象とな

りうる（その他に現時点で目立つものはない）。 

 

 NGO・コンサルタントについては、当国では国際系・国内系とも数多くのものが存在する。

特に、ベースライン調査、評価管理、研修におけるPRA導入に関する本プロジェクト活動との

連携については、目途はあるもののさらに調査が必要である。 

 

（１１）事前調査後の進め方  

 対処方針どおり、M/M署名後、プロジェクトドキュメントの作成に入ると共に、プロジェク

ト準備に当たるため、1名の専門家（Project Planning and Coordination）をR/D署名に先立って派

遣することとし、同省からA1フォームが提出される予定である。同専門家はR/D署名等を支援

するほか、当初活動であるPOやベースライン調査の準備等を行うこととしている。 

 

（１２）M/M署名  

 M/Mは、11月6日11:30、同省次官室にて次官及びJICAケニア事務所長により予定どおり署名

された。署名時に、先方のローカルコスト支出と当方のローカルコスト負担、プロジェクトの

予算規模について意見交換した。 
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事業事前評価表 

 
案件名：ケニア国半乾燥地社会林業強化計画 

（Intensified Social Forestry Project in Semi-arid Areas） 

対象国：ケニア共和国 

実施地域：キツイ県、ムベレ県、タラカ県 

プロジェクト実施予定期間：2004 年 3 月 29 日～2009 年 3 月 28 日 

Ⅰ プロジェクト要請の背景 

ケニア国政府（ケ国政府）は乾燥地および半乾燥地（ASALs：Arid and Semi-Arid Lands）における農

地林業の普及による国民の生計の向上に力を入れている。JICA は半乾燥地のキツイ県の 3 郡を対象

として、林業研究所(KEFRI)を主な C/P 機関として、1985 年から 17 年間にも及ぶ技術協力を実施し、

苗畑・造林技術の確立及び社会林業（注：農民自らが自家消費や生計向上のために植林を行うこと）

の促進を行ってきた。 

本件は、これまでの成果を生かし、普及を担当する環境天然資源野生生物省森林局（FD)を主な C/P
機関として、最終的には ASALs 他地域への面的な拡大を目指すものである。まず、①FD の社会林

業普及に対する組織面・制度面の強化及びスタッフの技術能力を強化し、これらスタッフにより、

②ASALs に位置する対象 3 県（ｷﾂｲ､ﾑﾍﾞﾚ､ﾀﾗｶ）において、農家（グループ）間での社会林業普及活

動を促進し、実践的な知識や技術を与える。これらの成果により、農家グループ及びその他関係機

関による半乾燥地での社会林業活動が強化されることを目指すものである。また、上位目標である

ケ国 ASALs 全体に対する環境保全及び生計向上の達成のために、③社会林業普及に関連する諸情報

を関係者間で共有する活動も合わせて行うこととする。 

Ⅱ 相手国実施機関 

環境天然資源野生生物省森林局 

Ⅲ プロジェクトの概要及び達成目標 

上位目標 

 持続的な環境保全を高めつつ、半乾燥地の住民の生活水準を向上させる。 

 ［指標］ 
 （１）2014 年までに、ケ国の半乾燥地における社会林業による所得が●●％上昇する。 

プロジェクト目標 

 個人農家、農民グループ及びその他関係者が、半乾燥地において社会林業活動を普及・強化する。 

［指標］ 
（１）2009 年までに、対象地域おける新たに社会林業を行う住民の割合が●●％に達する。 

プロジェクト対象地 

 キツイ県、ムベレ県、タラカ県  
成果および活動 
（成果１）森林局の社会林業普及に対する制度面・組織面・技術面での能力強化が行われる。 

（活動１）現状分析のためのベースライン調査を実施する。 

（活動２）研修及び OJT を通じ、森林局職員の能力強化を行う。 

（活動３）社会林業普及のための計画立案、実施、評価・モニタリングにかかる実践的ガイドライ

ンを作成する。 

 
（成果２）キツイ県、ムベレ県及びタラカ県において、個人農家及び農家グループの間で社会林業

普及活動が促進される。 

（活動１）現状分析のためのベースライン調査を実施する。 

（活動２）普及職員の活動を支援する。 
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（活動３）個人農家及び農家グループ自身のイニシアティブによる社会林業及び関連する活動の計

画立案、実施、評価を支援する。 

 
（成果３）キツイ県、ムベレ県及びタラカ県において、農民及びその他関係者により十分な実践的 

な知識や技術を習得される。 

（活動１）現状分析のためのベースライン調査を実施する。 

（活動２）地域に存在する森林・林業に関連する有用な知識・経験を発掘する。 

（活動３）農民に役立つ技術の適応活動を行う。 

 
（成果４）社会林業普及に関連する有用情報が、関係者間で共有される。 

（活動１）有用情報の現状分析のためのベースライン調査を実施する。 

（活動２）情報共有化の手法を多様化する。 

（活動３）ワークショップ及びセミナーを開催する。 

 
投入（インプット） 

【日本側】 

■ 長期専門家：(3 人×5 年) 

チーフアドバイザー/森林政策 

社会林業普及 

普及マネジメント/業務調整 

（協力期間後半においては長期専門家削減予定） 

■ 供与機材：車両、普及用資機材 

■ 研修員受け入れ：森林政策、普及政策 

【ケニア国側】 

■ C/P：プロジェクト 

■ 施設 プロジェクトオフィス（ルアンプラバン県） 

 

■日本側投入の総額（5 年間） 

約 3 億 9,000 万円 

Ⅳ 評価結果 
（１）妥当性 
[ケ国政府の政策・ニーズとの整合性] 

最上位の国家政策、「経済再生戦略」において、ASALs の開発の重要性が記載されており、具体的

には、アグロフォレストリーの開発促進並びに効率的な森林管理へのコミュニティの参加が重要で

あり、社会林業の重要性が強調されている。また、ケ国における森林・林業に関する国家政策であ

る「ケニア林業マスタープラン 1995-2020」の中では、農家が実践する社会林業である農家林業の促

進が挙げられている。このことから、本件は、ケ国の国家政策に合致していると判断される。 

[手段選択の妥当性] 

本プロジェクトでは、普及組織体制の強化及び対象地域の農民自身による社会林業推進支援を主 

活動に据えることで、現在までの成果が ASALs のより広い地域に対して普及されることとなり、協

力手段の選択は妥当であると判断される。 

[JICA 国別事業実施計画との整合性] 

また、国別事業実施計画の中で示された 5 つの重点項目の中の環境保全の項では、森林の保護、造

成が取り上げられている。この中で、これまでのキツイ県におけるプロジェクトの成果を活かし、

農地林の目に見える効果を農民に明示しつつ持続可能な農地林の拡大と普及モデルの適用を面的に

拡大し、特に半乾燥地に対する普及計画の策定支援、森林局の組織能力強化に取り組むアプローチ

が今後の協力の候補として掲げられており、本件はこれに該当するものであり、妥当である。 
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（２）有効性 
本件では、事業の面的な広がり及び持続性を考慮し、まず、FD の社会林業普及に対する制度的・組

織的・技術的能力の強化を行うこと（成果１）としている。また、その次の段階として、FD により

農家（グループ）間における社会林業普及活動の促進、農家への技術情報の提供（成果２・３）と

いう、強化された行政が農民の活動を支援するアプローチを想定している。従って、本件は社会林

業活動を行う上でのステークホルダー全体を対象としており、各成果が達成されればプロジェクト

目標である「社会林業活動の強化」が達成される可能性は高い。あわせて、成果４については、関

係者との情報共有により、ケ国政府、他援助機関、地方政府などの理解を得られることが期待され、

本件推進に寄与するのみならず、体制が整えば、本件終了後の上位目標の達成にも寄与することが

期待でき、長期的な観点からも有効である。また、成果に関する外部条件については、気候条件に

関しては対応することは困難であるが、森林局の政策の持続性および職員の職務遂行に関しては、

ケ国政府との協議により満たされる可能性が高いと見られる。よって、上記からも本プロジェクト

の有効性はきわめて高いと考えられる。 

 
（３）効率性 

本件においては、無償資金協力による研修施設を利用するほか、過去の技術協力の成果を最大限活

用するため、長期間を要する新たな技術開発については予定していない。また可能な限り現地リソ

ースを活用するため、長期専門家の数を当初 3 人、後半においては更に絞り込むことを念頭におい

ている。また、ベースライン調査、モニタリング調査等の各種調査および一部の技術指導等につい

ても、現地の NGO やコンサルタントを積極的に活用することとしており、従来よりコスト削減が期

待できる。以上から、本件の効率性は高いと判断される。 

 
（４）インパクト 
以下の 3 つのインパクト及び情報共有の活動が相乗効果をもって、ケ国における社会林業及びその

普及事業の重要性の認識が高まり、ケ国森林政策の維持、FD 職員のモチベーション維持、他のドナ

ーの関心、農民の要望が高まる等の効果が期待でき、社会林業の推進が加速することが予想され、

上位目標の達成の可能性が高いと考えられる。 

［制度的インパクト］ 

ケ国政府は新森林法の制定や経済再生戦略に基づいた行動計画の策定を目指しているが、本件にお

いては森林局の制度的・組織的・技術的な強化を成果の一つとしていることから、ケ国政府の法律

及び行動計画策定に対し正のインパクトを与えることができると考えられる。 

［社会的インパクト］ 

本件の対象地域である半乾燥地３県は、ケ国の中でも貧困層が多い地域とされており、本件は貧困

層に直接裨益するような活動を行うことにより、彼らの生活改善および生活環境の改善に資するこ

とができる。本件の成功により、貧困軽減がなされることは類似の状況下におかれた半乾燥地域の

貧困層の農民に対して直接大きなインパクトを与えるものと考えられる。 

［技術的インパクト］ 

本件に導入される技術自体は、既にこれまでの協力で成果を挙げてきたものである。本件では普及

制度という FD には経験が極めて乏しい領域に対する協力であり、普及のガイドラインや 3 県にお

ける普及体制モデルの完成は、FD 及び関係機関に非常に大きな技術的インパクトを与えると考えら

れる。 

 
（５）自立発展性 
ケ国政府の財政状況は極めて厳しいものがあるが、本件は高度な技術や高額なコストを必要とせず、

新たな施設建設等を予定していないため、本件が取り組む活動は FD でも十分持続可能なものであ

る。更に本件では前半の 3 年間で体制作りなどの協力を集中的に行い、残り 2 年間は FD が予算確保
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等を含めてハンドオーバーの期間を設けることを想定している。FD は社会林業を普及するマンデー

トをもった唯一の組織である。現状、FD の地方組織は脆弱であるが、本件の成果１の成功により強

化されれば、C/P の定着などにより活動が引き続き行なわれる可能性が高い。また、本件の手法は、

FD 普及員による研修などはあるものの、可能な限り農民から農民への技術の普及を重視するもので

あり、予算が少ないケ国政府にとっても継続可能な手法である。以上を勘案すると、本件の自立発

展性は高いということができる。 
 

Ⅴ 外部要因リスク 

１）上位目標に対する外部要因 

・社会林業活動から得られる農林産品の価格が極端に下落しない 

・普及に関する予算が確保される 

２）プロジェクト目標に対する外部要因 

・ケ国政府の林業開発政策及び計画に対する姿勢が変更されることなく、一貫して維持される 

・気候条件の大変動が起こらない 

３）成果を達成する上での外部条件 

・研修を受けたスタッフが定着し、職務を遂行する 
Ⅵ 今後の評価計画 

・中間評価  2006 年 10 月 

・終了時評価 2008 年 10 月 
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